
平成２７年８月３日 

総務省地域力創造グループ 

      過疎対策室 

過疎地域・過疎対策の概況について 

くらしの中に 

資料１ 



主な内容 

  平成２６年過疎法改正後の過疎地域の姿 
 

  平成２８年度以降の過疎地域自立促進方針等の策定 
 

  過疎対策事業債の活用状況 －ソフト分を中心に－ 
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過疎対策法の流れ 

Ｓ４５ 

１０年 

計画期間 

◆
過
疎
債
の
対
象
拡
充 

過
疎
地
域
対
策
緊
急
措
置
法 

５年延長 
【２４年法改正】 

（年度） 
Ｓ５５ Ｈ２ Ｈ１２ 

過
疎
地
域
振
興
特
別
措
置
法 

過
疎
地
域
活
性
化
特
別
措
置
法 

Ｈ２２ 

H３３．３．３１ 

Ｈ２７ 

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法 

１０年 １０年 １０年 

◆
対
象
団
体
の
追
加 

Ｈ２３．３．１１ 
東日本大震災 

※

高
度
経
済
成
長
に
よ
り
、
農
山
漁
村
の
人
口
が
急
激
に
都
市
に
流
入 

（
ハ
ー
ド
事
業
の
対
象
・ 

ソ
フ
ト
事
業
を
新
た
に
追
加
） 
Ｈ２４．６．２７施行 
 東日本大震災の影
響を踏まえ５年間延長 

Ｈ２６ 

６年延長 
【２２年法改正】 

Ｈ２６．４．１施行 
Ｈ２２法改正時の衆参総務委員

会の決議等を受けて改正 

Ｈ２２．４．１施行 
 実効性ある対策を切れ目

なく講じる必要から、 
６年間延長 

【２６年法改正】 

◇平成22年国調による要件
の追加→対象団体の追加 

◇過疎債の対象拡充（ハー
ド事業） 
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過疎地域自立促進特別措置法（延長後）と過去の過疎３法の概要 

過疎地域対策緊急措置法 過疎地域振興特別措置法 過疎地域活性化特別措置法

（昭和45年 4月24日法律第31号） （昭和55年 3月31日法律第19号） （平成 2年 3月31日法律第15号） 

制定経緯 議員立法（全会一致） 議員立法（全会一致） 議員立法（全会一致）
期　間 昭和45年度～昭和54年度 昭和55年度～平成元年度 平成２年度～平成11年度

 ○ 人口の過度の減少防止  ○ 過疎地域の振興  ○ 過疎地域の活性化
 ○ 地域社会の基盤を強化   　                                                                                                                         
 ○ 住民福祉の向上  ○ 住民福祉の向上  ○ 住民福祉の向上
                               ○ 雇用の増大  ○ 雇用の増大
 ○ 地域格差の是正  ○ 地域格差の是正  ○ 地域格差の是正
                                                                                           
                                                                                                                                                           
　人口要件                      　人口要件                      　人口要件（以下のいずれか） 　人口要件（以下のいずれか）                                      
                                                                                           ＜H12.4.1～＞          ＜H22.4.1～＞（※新たに追加） ＜H26.4.1～＞（※新たに追加）

　昭和35年～昭和40年（５年間） 　昭和35年～昭和50年（15年間） ①昭和35年～昭和60年（25年間） ①昭和35年～平成7年（35年間） ①昭和35年～平成17年（45年間） ①昭和40年～平成22年（45年間）

　人口減少率　　10％以上 　人口減少率　　20％以上 　人口減少率　　25％以上 　人口減少率　　30％以上 　人口減少率　　33％以上 　人口減少率　　33％以上

法制定（改正）時の                                                                                                                                                                                         

過疎地域                                                             ②昭和35年～昭和60年（25年間） ②昭和35年～平成7年（35年間） ②昭和35年～平成17年（45年間） ②昭和40年～平成22年（45年間）

の要件                                                             　人口減少率　　20％以上　かつ 　人口減少率　　25％以上　かつ 　人口減少率　　28％以上　かつ 　人口減少率　　28％以上　かつ

                                                            　昭和60年の高齢者（65歳以上） 　平成7年高齢者比率　24％以上 　平成17年高齢者比率　29％以上 　平成22年高齢者比率　32％以上

                                                            　比率　　　　　16％以上                                                                                              
                                                                                                                                                                                        

人口要件                                                             ③昭和35年～昭和60年（25年間） ③昭和35年～平成7年（35年間） ③昭和35年～平成17年（45年間） ③昭和40年～平成22年（45年間）

かつ                                                             　人口減少率　　20％以上　かつ 　人口減少率　　25％以上　かつ 　人口減少率　　28％以上　かつ 　人口減少率　　28％以上　かつ

財政力要件                                                             　昭和60年若年者（15歳以上30歳 　平成7年若年者比率　15％以下 　平成17年若年者比率　14％以下 　平成22年若年者比率　12％以下

                                                                          　未満）比率　　16％以下                                                                                              
                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                         ④昭和45年～平成7年（25年間） ④昭和55年～平成17年（25年間） ④昭和60年～平成22年（25年間）

                                                                                                         　人口減少率　　19％以上 　人口減少率　　17％以上 　人口減少率　　19％以上

                                                                                                         （①～③は昭和45年から25年間で人口が （①～③は昭和55年から25年間で人口が （①～③は昭和60年から25年間で人口が

                                                                                                         　10％以上増加している団体は除く。） 　10％以上増加している団体は除く。） 　10％以上増加している団体は除く。）

                                                                                                                                                                                        

　財政力要件                    　財政力要件                    　財政力要件                     　財政力要件                                                      　財政力要件 　財政力要件 

              ● S41-S43　財政力指数 0.4未満 ●S51-S53 財政力指数　0.37以下 ●S61-S63　財政力指数 0.44以下  ●H8-H10  財政力指数  0.42以下  ●H18-H20  財政力指数  0.56以下 ●H22-H24  財政力指数  0.49以下 

                                            ●公営競技収益　　 10億円以下  ●公営競技収益　   10億円以下   ●公営競技収益　    13億円以下  ●公営競技収益　    20億円以下  ●公営競技収益　    40億円以下  
                                                                                                                                                                       

               当初(S45.5.1)                 当初（S55.4.1)                当初（H2.4. 1）                当初（H12.4.1）                法延長当初(H22.4.1)            法延長当初(H26.4.1)           
公示  　    ７７６／３，２８０     　　１,１１９／３，２５５     　　１，１４３／３，２４５     　　１，１７１／３，２２９     　　　７７６／１，７２７       　　　７９７／１，７１９       

市町村数                                                                                             追加（H14.4.1）               （H25.4.1現在)
過疎市町村  最終　　　　                  最終　　　　                  最終    　                    　　１，２１０／３，２１８     　　　７７５／１，７１９
  ／全市町村 　 １，０９３／３，２５５     　　１,１５７／３，２４５     　　１，２３０／３，２２９      法延長前(H22.3.31)                                                                          

                                                                                           　 　　７１８／ １，７２７                                                                   
                                                                                                                                                                       

目　的

法律名
過疎地域自立促進特別措置法

（平成12年 3月31日法律第15号）
議員立法（全会一致）

平成12年度～平成32年度（※法制定当初の期限（～平成21年度）から11年間延長）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○ 過疎地域の自立促進

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○ 住民福祉の向上                                      
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○ 雇用の増大                                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○ 地域格差の是正                                      
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○ 美しく風格ある国土の形成
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２２国調反映 
規定追加 

H2.3 S55.3 
H12.4 H22.4 

過疎地域 
活性化 
特別措置法 

過疎地域自立促進特別措置法 

H12.3 

＋５８団体 

７
国
調 12

国
調
反
映 

17
国
調 

＋４０団体 

追加公示 追加公示 

H22延長 H24再延長 

22
国
調 

過疎地域 
振興 
特別措置法 

過疎地域 
対策 
緊急措置法 

12国調のみ 
反映規定あり 

＋４２団体 

▲１００団体 

H2.4 S55.4 S45.4 

７７６団体 

＋１２６団体 ＋８９団体 
新規 

最新国調の
反映規定あり 

最新国調の
反映規定あり 

最新国調の
反映規定あり 

40
国
調 

＋２７５団体 

＋５１団体 

50
国
調 

60
国
調 45

国
調
反
映 

50
国
調
反
映 

55
国
調
反
映 

60
国
調
反
映 

２
国
調
反
映 

７
国
調
反
映 

新規 

追加公示 

新規 

＋３２団体 

＋７団体 

追加公示 

＋３４団体 ＋２３団体 

追加公示 追加公示 追加公示（確
報） 

＋２３団体 ＋９団体 

追加公示（速
報） 

追加公示
（速報） 

追加公示（確
報） 

過疎関係市町村            

７９７ 団体 
(H26.4.1 現在) 

卒業 

１，１１９団体 

▲１０３団体 
卒業 

▲１０１団体 
卒業 

１，１４３団体 １，１７１団体 平成の大合併 

＋２２団体（非過疎→過疎） 
＋１３団体（一部過疎等→過疎） 

追加公示 

※ 国調以外に市町村合併による増減もある。 

H28.4 H33.3 

H26改正 

２２国調反映規定なし 

27
国
調 

過疎法における国勢調査結果の反映 
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都道府
県名

市町村数
計

過疎関係
市町村数

計

過疎市町
村　　　　（２

条１項）

みなし過疎
市町村

（33条1項）

一部過疎
を有する市

町村
（33条2項）

都道府
県名

市町村数
計

過疎関係
市町村数

計

過疎市町
村　　　　（２

条１項）

みなし過疎
市町村

（33条1項）

一部過疎
を有する市

町村
（33条2項）

北 海 道 179 149 144 0 5 函館市［中核］（過疎） 滋 賀 19 2 0 0 2

青 森 40 28 21 2 5 京 都 26 9 5 1 3 京都市［政令］（一部過疎）

岩 手 33 22 18 1 3 大 阪 43 1 1 0 0

宮 城 35 9 5 1 3 兵 庫 41 9 5 0 4

秋 田 25 21 16 4 1 秋田市［中核］（一部過疎） 奈 良 39 15 13 1 1

山 形 35 21 18 2 1 和 歌 山 30 18 15 2 1

福 島 59 29 25 1 3 鳥 取 19 12 8 0 4 鳥取市［県庁］（一部過疎）

茨 城 44 4 1 0 3 島 根 19 19 15 2 2 松江市［県庁］（一部過疎）

栃 木 25 3 2 0 1 岡 山 27 20 13 1 6 岡山市［政令］（一部過疎）

群 馬 35 14 9 0 5 高崎市［中核］（一部過疎） 広 島 23 16 10 0 6 福山市［中核］（一部過疎）

埼 玉 63 4 1 0 3 山 口 19 12 6 0 6
山口市［県庁］（一部過疎）
下関市［中核］（一部過疎）

千 葉 54 6 5 0 1 徳 島 24 13 11 0 2

東 京 39 6 6 0 0 香 川 17 8 6 0 2 高松市［中核］（一部過疎）

神 奈 川 33 0 0 0 0 愛 媛 20 17 10 1 6 松山市［中核］（一部過疎）

新 潟 30 14 9 1 4 高 知 34 28 24 0 4 高知市［中核］（一部過疎）

富 山 15 3 1 1 1 富山市［中核］（一部過疎） 福 岡 60 21 15 3 3

石 川 19 9 5 0 4 佐 賀 20 9 5 0 4 佐賀市［県庁］（一部過疎）

福 井 17 6 2 0 4 福井市［県庁］（一部過疎） 長 崎 21 13 10 1 2 長崎市［中核］（一部過疎）

山 梨 27 15 7 0 8 甲府市［県庁］（一部過疎） 熊 本 45 27 22 2 3

長 野 77 37 29 0 8 長野市［中核］（一部過疎） 大 分 18 16 12 1 3 大分市［中核］（一部過疎）

岐 阜 42 14 7 1 6 宮 崎 26 17 13 0 4

静 岡 35 8 4 0 4 浜松市［政令］（一部過疎） 鹿 児 島 43 41 35 0 6 鹿児島市［中核］（一部過疎）

愛 知 54 5 3 0 2 豊田市［中核］（一部過疎） 沖 縄 41 18 17 1 0

三 重 29 9 7 0 2 津市［県庁］（一部過疎） 全 国 1,718 797 616 30 151

備考備考

市町村別団体数 

市 274 

町 398 

村 125 

内訳 
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（備考）  １ 市町村数は平成２７年４月１日現在 
２ 過疎関係市町村数計は、本則適用（第２条第１項）、みなし過疎（第３３条第１項）、一部過疎（第３３条第２項）のすべてを合算。 
３ 備考欄に記載した市町村は、過疎関係の政令市、中核市、県庁所在市であり、「政令」「中核」「県庁」と区分を表記している。 
４ 東京都特別区は市町村数に含まない。  

都道府県別過疎関係市町村数 



3,242  3,203  3,255  3,253  3,237  3,233  3,219  

1,805  1,728  1,719  1,718  

1,048 
（32.3％）  

1,093 
（34.1％） 

1,151 
（35.4％）  

1,157 
（35.6％）  

1,199 
（37.0％）  

1,231 
（38.1％） 

1,210 
（37.6％） 738 

（40.9％） 
776 

（44.9％）  
797 

（46.4％） 
797 

（46.4％） 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

Ｓ４７ Ｓ５２ Ｓ５７ Ｓ６２ Ｈ４ Ｈ９ Ｈ１４ Ｈ１９ Ｈ２２ Ｈ２６ Ｈ２７ 

全国 

過疎 

（備考） ①「過疎対策の現況」による。      

     ②過疎地域の指定は、各年の４月１日時点（Ｓ４７のみ昭和４７年２月１日時点）。 

     ③東京都特別区は市町村数に含まれていない。    

（団体） 
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過疎関係市町村数の推移 



1,037  
1,109  

1,171  1,210  1,236  1,256  1,269  1,278  1,278  1,281  1,281  

89 
（8.6％）  

84 
（7.6％）  

84 
（7.2％）  

82 
（6.7％）  

81 
（6.5％）  

80 
（6.3％）  

75 
（5.9％）  

107 
（8.4％）  

112 
（8.8％）  

114 
（8.9％） 

114 
（8.9％） 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

Ｓ４７ Ｓ５２ Ｓ５７ Ｓ６２ Ｈ４ Ｈ９ Ｈ１４ Ｈ１９ Ｈ２２ Ｈ２６ Ｈ２７ 

全国 

過疎 

（備考） ①「過疎対策の現況」による。人口は国勢調査人口。 

     ②過疎地域の指定は、各年の４月１日時点（Ｓ４７のみ昭和４７年２月１日時点）。  

（十万人） 
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過疎地域人口の推移 



377 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 

154 
（40.7％） 

166 
（43.8％） 

173 
（45.8％） 

174 
（46.2％） 

180 
（47.7％） 

185 
（48.9％） 

186 
（49.3％） 

204 
（54.1％） 

216 
（57.3％） 

222 
（58.7％） 

222 
（58.7％） 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Ｓ４７ Ｓ５２ Ｓ５７ Ｓ６２ Ｈ４ Ｈ９ Ｈ１４ Ｈ１９ Ｈ２２ Ｈ２６ Ｈ２７ 

全国 

過疎 

（千K㎡） 

（備考） ①「過疎対策の現況」による。面積は、Ｓ４５～Ｈ９については国土地理院調べ、Ｈ１４～Ｈ２７については国勢調査。 

     ②過疎地域の指定は、各年の４月１日時点（Ｓ４７のみ昭和４７年２月１日時点）。 
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過疎地域面積の推移 



５年間人口増減率の推移（全国、過疎地域、非過疎地域） 

（備考） 

 ※1：過疎地域は平成27年4月1日時点（797市町村）である。 

 ※2：平成22年までの人口は国勢調査による。 

 ※3：過疎地域は、一部過疎市町村を除く。 

 ※4：総人口の将来推計人口は「日本の将来推計人口（平成25年3月推計）」（国立社会保障・人口問題研究所）の出生中位・死亡中
位推計値による。 

 ※5：福島県内過疎市町村については、「日本の将来推計人口（平成20年12月推計）」 （国立社会保障・人口問題研究所）による市町
村ごとの将来推計人口をベースに、福島県全体の将来推計人口の増減率（平成25年3月推計／平成20年12月推計）を用いて推
計した。 
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高齢者比率及び若年者比率の推移 

（備考） 
 ※1：平成22年国勢調査による。  
 ※2：過疎地域は、平成27年4月1日現在。 

高齢者比率（過疎） 

若年者比率（過疎） 
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平成22年 
4月1日 

平成28年 
4月1日 

平成33年 
3月31日 

（平成22年改正法により６年間延長） 

過疎地域自立促進方針（都道府県） 

過疎地域自立促進市町村計画 

過疎地域自立促進都道府県計画 

（平成24年改正法により５年間延長） 

（平成26年改正法による追加団体） 

平成26年 
4月1日 

過疎地域自立促進方針及び過疎地域自立促進計画について 

過疎地域自立促進方針（都道府県） 

過疎地域自立促進市町村計画 

過疎地域自立促進都道府県計画 

過疎地域自立促進
市町村計画 

過疎地域自立促進市町村計画 

１．過疎地域自立促進方針（過疎法§５） 
  都道府県が行う過疎地域自立促進のための対策の大綱であるとともに、市町村計画及び都道府県計画の策定指針 

２．過疎地域自立促進市町村計画（過疎法§６条） 
  過疎地域市町村の総合的、計画的な自立促進を図るための総合計画、地域計画 

３．過疎地域自立促進都道府県計画（過疎法§７条） 
  都道府県が過疎地域市町村に協力して講じようとする措置の計画 

○ 平成２２年過疎法改正により、法の期限が平成２２年３月末日から平成２８年３月末日まで、６年間延長されたため、各団体は、 

 ６年間の方針・計画を策定済み。さらに、平成２４年過疎法改正により、法の期限が平成２８年３月末日から平成３３年３月末日 

 まで、５年間延長。        

○ 平成２７年度は、現方針・計画の最終年度であるとともに、平成２８年度以降の新たな方針・計画を策定する年度となる。 
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過疎地域自立促進計画等の策定フロー図 
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過疎地域自立促進計画策定状況等について（平成２７年６月末現在） 

過疎関係４６都道府県中、４５団体が本年中に策定予定。１団体は、既に平成３２年度を期限とする自立促進方針を策定済み。 

過疎関係市町村７９７団体中、２３２団体（２９％）が１２月までに策定予定。平成２８年３月までには７９０団体（９９％）が策定予定。 
策定時期未定は６団体。既に平成３２年度を期限とする市町村計画を策定済みの団体が１団体。 

4 

8 

33 

1 

N=46 

７月・８月 

９月・１０月 

１１月・１２月 

策定済み 

232 

558 

6 1 

N=797 

１１月・１２月 

２月・３月 

未定 

策定済み 

過疎地域自立促進方針 過疎地域自立促進市町村計画 

策定状況（予定） 

※都道府県への照会結果に基づく平成２７年６月末時点の策定状況（予定）。 

過疎関係４６都道府県中、２２団体（４８％）が１２月までに策定予定。平成２８年３月までには４２団体（９１％）が策定予定。 
策定時期未定が２団体。過疎地域のみを対象にした事業がない等の理由により、策定予定のない団体が２団体。 

過疎地域自立促進都道府県計画 

過疎地域自立促進市町村計画 

過疎地域自立促進方針 

5 

17 20 

2 2 

N=46 

９月・１０月 

１１月・１２月 

１月以降 

未定 

策定予定なし 

過疎地域自立促進都道府県計画 
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 過疎対策事業債は、過疎地域自立促進特別措置法（平成１２年法律第１５号）による過疎地域の市町村が、過疎地域自立促進市町村計画に基づ
いて行う事業の財源として特別に発行が認められた地方債である。 
 過疎対策事業債は、総務大臣が各都道府県に同意等予定額の通知を行い、各都道府県知事が市町村ごとに同意（許可）を行う。 
 その元利償還金の７０％は普通交付税の基準財政需要額に算入されることとなっている。  

産
業
振
興
施
設
等 

○地場産業、観光、レクリエーションに関する事業を行う法人  
 に対する出資 
○産業の振興を図るために必要な市町村道及び市町村が管理する都道 
 府県道並びに農道、林道・漁港施設・港湾施設 
○地場産業の振興に資する施設 
○中小企業の育成又は企業の導入若しくは起業の促進のために市町 
 村が個人又は法人その他の団体に使用させるための工場及び事務所 
○観光、レクリエーションに関する施設 
○農林漁業の経営の近代化のための施設 
○商店街振興のために必要な共同利用施設 

厚生
施設
等 

○下水処理のための施設 
○一般廃棄物処理のための施設 
○火葬場 
○消防施設 
○高齢者の保健又は福祉の向上又は増進を図るための施設 
○障害者又は障害児の福祉の増進を図るための施設 
○保育所、児童館 
○認定こども園 
○市町村保健センター及び母子健康センター 
○診療施設                               
○簡易水道施設                           

交
通
通
信
施
設 

○市町村道及び市町村が管理する都道府県道・橋りょう 
○農林道 
○電気通信に関する施設 
○交通の便に供するための自動車、渡船施設 
○住民の交通手段の確保又は地域間交流のための鉄道施設及び鉄道 
 車両並びに軌道施設及び軌道車両 
○除雪機械 

教育
文化
施設 

○市町村立の幼稚園 
○公立の小中学校の校舎、屋内運動場、屋外運動場、 
 水泳プール、寄宿舎、教職員住宅、ｽｸｰﾙﾊﾞｽ･ﾎﾞｰﾄ、学校  
 給食施設・設備 
○市町村立の高等学校の校舎、屋内運動場、屋外運動場、 
 水泳プール、寄宿舎、教職員住宅、ｽｸｰﾙﾊﾞｽ･ﾎﾞｰﾄ 
○図書館 
○公民館その他の集会施設 
○地域文化の振興等を図るための施設 

○自然エネルギーを利用するための施設 
○集落再編整備 

過疎地域自立促進特別事業 
（いわゆるソフト対策事業） 

○地域医療の確保、住民の日常的な移動のための交通手段の確保、集落の維持及び活性化その他の住民が将来にわ
たり安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図るため特別に地方債を財源として行うことが必要と認
められる事業（基金の積立てを含む） 

１ 対象事業  

２ 地方債計画額 
   平成２７年度４，１００億円  
   平成２６年度３，６００億円 

過疎対策事業債の概要 

※ 下線は、H26年の法令改正により追加された事業である。 
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  ハード対象事業のうち、民間雇用の創出や産業振興に資する次の事業を「地方創生特別分」として位置付
け、同意等予定額を定める際に他の事業に優先した取扱いとする。 

  【特別分対象事業】 
   ・法人に対する出資        ・地場産業振興施設    ・観光・レクリエーション施設 
   ・農林漁業経営近代化施設  ・商店街振興施設     ・貸工場・貸事務所 
   ・民間雇用につながる高齢者福祉施設や保育所等の新規整備への補助等 

   ※都道府県において、該当するか否かの判断、見込まれる雇用創出を精査 

  平成２７年度所要見込額 ５００億円程度 

２ 地方創生特別分の創設 

  公共施設の老朽化対策への対応や地方創生に寄与する事業等を推進するため、過疎対策事業債を充実
することとし、地方債計画を５００億円増額し、４，１００億円を計上。     

   平成２６年度計画 ３，６００億円 → 平成２７年度計画 ４，１００億円（＋５００億円、＋１３．９％） 

   （参考）財政措置 充当率：１００％、交付税算入率７０％ 

１ 過疎対策事業債の増額 

  過疎地域における公共施設の老朽化対策等に対応するため、地方債計画額を５００億円増額すると
ともに、地方創生（特に「しごと」づくり）に寄与する事業を推進するための「地方創生特別分」を創設。 

平成２７年度過疎対策事業債について 
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１ Ｈ２２～Ｈ２７の状況 ２ 自立促進法における発行状況の推移 

過疎対策事業債の発行状況について 
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※発行（予定）額：当該年度の協議等に係る地方債のうち、当該年度内に発行する額及び次年度以降に繰り越した事業の財源として発行する見込みの額の合計。 
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億円 
地方債計画額と発行状況 

地方債計画額 

発行（予定）額 

◆Ｈ２２（ハード・ソフト）

発行（予定）額／計画額　＝　８４．２％ 計画額：2,700億円
＜ハード＞ ＜ソフト＞
発行（予定）額：1,902億円 発行（予定）額

①379億円

②662億円 ①／②（５７．３％）

◆Ｈ２３（ハード・ソフト）

発行（予定）額／計画額　＝　８９．３％ 計画額：2,900億円
＜ハード＞ ＜ソフト＞
発行（予定）額：2,131億円 発行（予定）額

①458億円

②702億円 ①／②（６５．２％）

◆Ｈ２４（ハード・ソフト）

発行（予定）額／計画額　＝　９５．５％ 計画額：3,115億円
＜ハード＞ ＜ソフト＞
発行（予定）額：2,410億円 発行（予定）額

①566億円

②７２７億円 ①／②（７７．８％）

◆Ｈ２５（ハード・ソフト）

発行（予定）額／計画額　＝　９１．７％ 計画額：3,139億円
＜ハード＞ ＜ソフト＞
発行（予定）額：2,264億円 発行（予定）額

①616億円

②745億円 ①／②（８２．６％）

◆Ｈ２６（ハード・ソフト）
発行（予定）額／計画額　＝　９５．９％ 計画額：3,600億円

＜ハード＞ ＜ソフト＞
発行（予定）額：2,766億円 発行（予定）額

①686億円

②769億円 ①／②（８９．３％）

◆Ｈ２７（ハード・ソフト）
計画額：4,100億円

＜ハード＞ ＜ソフト＞

759億円

発行限度額総計

発行限度額総計

発行限度額総計

発行限度額総計

発行限度額総計

発行限度額総計



１ 対象事業 

  ・地域医療の確保、住民に身近な生活交通の確保、集落の維持及び活性化などの住民の安全・安心な暮らしの確保を
図るためのソフト事業へ拡充 

・対象経費は次のようなものを除き、将来にわたり過疎地域の自立促進に資する事業を広く対象（出資及び施設整備費を除く） 
 ①市町村の行政運営に通常必要とされる内部管理経費 ②生活保護等法令に基づき負担が義務づけられている経費 
 ③地方債の元利償還に要する経費 

 ・Ｈ22年度は発行限度額の総計約６６２億円に対して、発行状況は３７９億円（活用率：５７．３％） 
 ・Ｈ23年度は発行限度額の総計約７０２億円に対して、発行状況は４５８億円（活用率：６５．２％） 
 ・Ｈ24年度は発行限度額の総計約７２７億円に対して、発行状況は５６６億円（活用率：７７．８％） 
 ・Ｈ25年度は発行限度額の総計約７４５億円に対して、発行状況は６１６億円（活用率：８２．６％) 
 ・Ｈ26年度は発行限度額の総計約７６９億円に対して、発行状況は６８６億円（活用率：８９．３％） 
 ・Ｈ27年度は発行限度額の総計約７５９億円 

２ 発行状況 

ソフト分の活用により市町村の実情に応じたきめ細かい対策が可能！ 

過疎対策事業債（ソフト分）について 

○ 医師確保事業（診療所開設費用補助） 
○ ＩＣＴを活用した遠隔医療  

①地域医療の確保 

○ コミュニティバス、デマンドタクシー等の運行  
○ バス路線維持に向けた民間バス事業者への補助 

○ 農業の担い手・人づくり対策、６次産業化 
○ 企業誘致・雇用対策（コミュニティビジネスの起業等） 

○ 集落支援員の設置、集落点検や集落課題の話し合いの実施 
○ 移住・交流事業（インターネット広報や空き家バンク等） 

※その他 高齢者支援（配食サービス、通報システム）、 
 子育て支援、教育振興、森林対策、鳥獣被害対策、 
 伝統文化振興、自然エネルギー関係、防災対策 等 

～具体的な事業例～ 

②生活交通の確保 

③集落の維持及び活性化 

④産業の振興 
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市町村ごとに総務省令により算定した額の範囲内で発行が可能。 
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 ○全体の活用率は上昇 
       Ｈ22年度（379億円：57.3％） → Ｈ23年度（458億円：65.2％）  → Ｈ24年度（566億円：77.8％） → Ｈ25年度（616億円：82.6％）→  Ｈ26年度（686億円：89.3％）  

○H22年度からH23年度に活用率が上昇したのは36道府県（過疎関係都道府県は45） 
  H23年度からH24年度に活用率が上昇したのは39道府県（〃） 
  H24年度からH25年度に活用率が上昇したのは28道府県（〃） 
  H25年度からH26年度に活用率が上昇したのは28道府県（過疎関係都道府県は46） 

過疎対策事業債（ソフト分）のＨ２２年度～Ｈ２６年度の活用率の比較 
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※過疎債活用率＝過疎市町村の発行（予定）額の総和／過疎市町村の発行限度額の総和 

※発行（予定）額：当該年度の協議等に係る地方債のうち、当該年度内に発行する額及び次年度以降に繰り越した事業の財源として発行する見込みの額の合計。 
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過疎対策事業債（ソフト分）の都道府県別活用率（平成２６年度発行状況ベース）                             

※活用率＝各都道府県の過疎市町村の発行（予定）額の総和／各都道府県内の過疎市町村の発行限度額の総和 
  なお、１００％以上の団体については、平成24年度からの運用弾力化を活用した団体である 
※静岡県、京都府、岡山県について、政令市を含む数値である 

活用率 団体数 都道府県（活用率：％） 

９５％以上 １４ 
大阪府（187.4%）、島根県（153.9%）、兵庫県（141.6%）、長崎県（127.0%）、 
高知県（122.0%）、京都府（117.8%）、和歌山県（114.2%）、福岡県（110.6%）、 
茨城県（110.6%）、広島県（109.1%）、山形県（105.4%）、北海道（104.6%）、 
新潟県（104.0%）、山梨県（99.7%） 

９５％未満 
８０％以上 １０ 

鳥取県（93.0%）、石川県（91.6%）、三重県（90.5%）、富山県（90.3%）、 
栃木県（85.9%）、鹿児島県（83.6%）、宮城県（83.5%）、山口県（82.5%）、 
香川県（82.4%）、千葉県（80.7%） 

８０％未満 
６０％以上 １４ 

奈良県（78.3%）、佐賀県（78.0%）、秋田県（76.0%）、長野県（75.9%）、 
宮崎県（71.9%）、青森県（69.7%）、徳島県（67.5%）、岡山県（66.0%）、 
愛媛県（65.1%）、大分県（63.9%）、岩手県（63.1%）、群馬県（63.1%）、 
福島県（61.7%）、沖縄県（61.0%） 

６０％未満 
４０％以上 ３ 岐阜県（55.2%）、福井県（54.3%）、愛知県（40.9%） 

４０％未満 
２０％以上 ４ 熊本県（35.7%）、静岡県（34.6%）、埼玉県（24.3%）、滋賀県（21.2%） 

２０％未満 １ 東京都（0.0％） 
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（注）発行（予定）額：当該年度の協議等に係る地方債のうち、当該年度内に発行する額及び次年度以降に繰り越した事業の財源として発行する見込みの額の合計。 



過疎対策事業債（ソフト事業）の活用分野 

・特産品開発事業 ・町産材活用促進補助事業 ・児童生徒相談員設置補助事業

・企業支援補助事業 ・鳥獣害防護柵設置事業 ・給食センター調理施設環境改善事業

・地域通貨創設事業 ・漁業燃油高騰対策事業 ・少人数学級確保事業

・公設塾運営補助事業

・福祉タクシー利用助成事業 ・集落支援員導入補助事業

・生活習慣病予防教室実施事業 ・移住、交流促進事業

・子育て支援事業 ・集落再生・活性化支援事業

・妊婦健康検診補助事業

・高齢者日常生活支援事業 ・危険家屋解体事業

・ハザードマップ作成事業

・景観まちづくり整備補助事業

・バス路線再編事業

・通学バス運賃補助事業 ・伝統文化伝承補助事業

・橋りょう長寿命化計画作成事業 ・芸術家招聘補助事業

・無形民俗文化財支援補助事業

・乳幼児等医療費助成事業

・資源循環型施設等運営補助事業

・看護師スキルアップ事業 ・地域後継者結婚対策事業

⑧地域文化の振興等

⑦生活環境の整備

⑥集落の整備②高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進

⑨その他

④医療の確保

・医師確保事業（専門医招へい対策事業）

①産業の振興 ⑤教育の振興

③交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進

・コミュニティバス、デマンドタクシー運行事業　

○事業分野別では、「産業の振興」が最も活用されていて、次いで「高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進」、「交通通信 
 体系の整備、情報化及び地域間交流の促進」となっている。 
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H22～H26年度事業分野別の発行状況 
 

産業の振興 保健福祉 
交通通信・情報化 医療の確保 
教育の振興 集落の整備 
生活環境の整備 その他（再生エネ等） 
地域文化の振興 

累計 
 2,704億円 



予約制乗合タクシー運行事業（秋田県美郷町） 

過疎対策事業債（ソフト分）の事例について① 

つがるブランド推進事業（青森県つがる市） 

移動販売サービス事業（北海道標津町） 

地域づくり活動等支援事業（島根県雲南市） 
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過疎対策事業債（ソフト分）の事例について② 

医師等修学資金貸付事業（秋田県男鹿市） 

離島の高校魅力化事業～地域活性化の一翼を担う高校づくり～（島根県海士町） 

危険廃屋解体撤去事業費補助事業（愛媛県伊方町） 

未来創造事業（広島県安芸高田市） 

22 


	スライド番号 1
	主な内容
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23

